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議
院
議
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本
村
賢
太
郎
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提
出
無
投
票
選
挙
に
お
け
る
選
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取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
無
投
票
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

選
挙
公
報
は
、
候
補
者
等
の
政
見
等
を
選
挙
人
に
周
知
し
、
当
該
選
挙
公
報
が
発
行
さ
れ
る
選
挙
に
お
い
て
選
挙
人
が
投

票
す
る
に
当
た
っ
て
の
判
断
の
材
料
を
提
供
す
る
た
め
に
発
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
選
挙
が
無
投
票
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
る
衆

議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
の
選
挙
公
報
は
、
同
法
第
百
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
発
行

の
手
続
を
中
止
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
選
挙
に
お
い
て
同
法
第
百
七
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
選

挙
公
報
を
発
行
す
る
場
合
も
、
同
法
第
百
七
十
一
条
を
含
む
同
法
の
関
係
規
定
に
準
じ
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

発
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

選
挙
が
無
投
票
と
な
っ
た
場
合
に
、
候
補
者
等
が
提
出
し
た
選
挙
公
報
の
掲
載
文
を
選
挙
管
理
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
選
挙
公
報
の
発
行
の
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い

な
い
。


